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ｋｉｓｓａ　第10回ひろしま建築文化賞大賞受賞作品

≪建物概要≫

≪設計概要≫
　地元でグラフィックデザインの事務所を営む30代の夫妻のカフェです。
オーナーの自宅兼事務所近く、三次市吉舎町の商店街にある築100年以上と言われる長屋をリノベーション
しました。
　かつて金物屋兼住宅として活用されていた町屋は長い間使われておらず、商店街は空き店舗ばかりで人通
りもほとんどありません。
　大きな開口や中庭、金物屋として使われていた広い土間のある町屋を気に入ったオーナーがここで「地元
の人が気軽に集まれる場所をつくりたい」と考えカフェをはじめることになりました。
　外観は既存の良さを残し、補修する程度に留めました。閑散とした商店街であることを逆手に取り、既存
の大きな開口部に明かりがついて、オーナーがデザインしたシンプルなロゴが入るだけで、商店街で際立っ
た外観となり、外部に開かれた印象になると考えました。
　内部は既存の構造体は全て残し、厨房や洗面所などの必要なところ、明らかに傷んでいる部分を新設と
し、できる限り既存の仕上げを残しました。手を加えた部分はそれとわかるよう、既存とは違う仕上げを施
し、店舗のロゴイメージに合うよう、シンプルな仕上げとしました。
来店された方と交流できるよう、厨房はオープンな形とし、通りがよく見えて天井の高い土間のテーブル
席、中庭の見える和室のテーブル席、子連れでも来店しやすい小上がり席があります。

：個人

：原井隆建築設計事務所

：みつもり建築

：三次市吉舎町

：飲食店
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この度 kissa で第 10 回ひろしま建築文化賞大賞

を受賞された原井隆氏(原井隆建築設計事務所)と建

築主である岩崎吉剛、あゆみ夫妻を交えて、リモート

によるインタビューを行いました。 

コーディネーターは都市環境委員会委員長 古田均

が務めました。 

 

（古田）この度の大賞受賞おめでとうございます。ご感

想をお聞かせください。 

（原井）再生部門からの大賞はないだろうと思ってい

たので驚きました。今後の設計活動の励みになります。 

（岩崎）私たち自身も「この場所」でカフェをやることに

おもしろみを感じていたので、審査委員長の推薦理

由の中に「この場所」での受賞に意味があると評価さ

れてうれしく思います。 

（古田）受賞事務所より事務所紹介をお願いします。 

（原井）三次市内で一人事務所で活動しています。三

次に帰省して事務所を開設してからもう少しで 10 年

経ちます。 

（古田）kissa の設計依頼をした経緯について 

（岩崎）三次市にある古民家再生喫茶店「クラスメイト」

にたまたまお邪魔した際に、店主に設計者を聞いた 

ところ原井さんだと分かりました。原井さんのホームペ 
ージを見て、平成 31 年 1 月にメールをしました。設計 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

監理をお願いして、令和元年 12 月にオープンしまし

た。設計をお願いする前から、物件は吉舎のこの場所

に決めていました。築 100 年以上と言われている長屋

のリノベーション。もともとは金物屋さんで、長い間空

き家でした。 

（古田）設計コンセプトは？ 

（原井）岩崎夫妻はお二人ともグラフィックデザイナー

で、初回の打ち合わせの時にかなり具体的なスケッチ

を持ってこられました。一部予算の関係などで変更し

ましたが、ほぼそのまま図面化しただけのような感じで

す（笑）。外観はできるだけ既存を残したかったのと、

予算の関係もあり必要最低限の補修としました。内部

については古いところ（残す部分）と新しいところ（改

修部分）がはっきりわかる設計を心掛けました。 

当初の案では厨房が少し奥にあったのですが、私

からの提案で厨房を道路側に移しました。トイレ等水

廻りを厨房の近くにまとめて費用を抑えたかったのと、

オープンな厨房が通りから見えたほうが開かれたイメ

ージになるかと考えました。 

子ども用の図書コーナーがある小上がり席はお二

人の発案です。子連れでも来店しやすいイメージをと

いうことでした。 

（岩崎）シンプルな空間づくりに拘りました。すごく個性

的だとか「作品」のようにするのではなく、日常の中に

あるべき落ち着きを重視したつもりです。 

第 10 回ひろしま建築文化賞 大賞受賞インタビュー 

吉舎の kissa ものがたり 
 

 

 

左から岩崎吉剛氏、あゆみ氏、原井隆氏 
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子ども用の図書コーナーがある小上がり席 

 

（古田）町屋の再生について何か参考にしましたか？ 

（岩崎）参考にしたカフェはいくつかあります。いろい

ろなものをまぜて自分たち「らしい」空間になったんじ

ゃないかと思います。 

（古田）客層のターゲットはいかがですか？ 

（岩崎）最初は、地元の方を意識していました。田舎

特有の閉そく感（遊ぶところがない、若い人がいない）、

ネガティブな空気をなんとかしたいと考えていました。

kissa をはじめることで、吉舎の皆さん（子どもから高

齢者まで）が集えて、ポジティブな気持ちになれる場

所を提供したかったです。 

道路側の全面がガラスの引き戸ということもあり、当

初、抵抗のある高齢者のお客さんが多かったです。オ

ープンしてしばらくすると、店の佇まいも街に馴染んで

きたせいか、「ここから外をみるならこれがいいよね」と

言ってもらえるようになりました。子連れの来店は多い

です。市外から車での来店もあります。いろんな層の

お客さんがきてくださるのはありがたく思っています。 

 若者との関わりも増えてきました。地元の日彰館高

校からの依頼で、「ようこそ先輩！」の講師を務めたこ

とがあります。地元の高校生も来てくれるようになり、

kissaが若者の居場所になっていることが嬉しいです。 

（原井）建築学科を目指す高校生に大学受験の前に

話を聞きたいと言われ、kissa で建築について話をし

ました。その後国立大学の建築学科に無事合格され

たと聞いてうれしかったです。地元の若い人とつなが

りができてよかった。大学進学後も帰省された際に、

大学でどんなことをしているか話を聞かせてもらえたら

いいなと思っています。 

（古田）これから地方で事業を行おうと考えている若者

にアドバイスはありますか？ 

（岩崎）過疎化という流れ、建物の老朽化という流れに

逆らおうとするだけではなく、その流れを楽しむ方法も

あるのでは。古い建物をリノベするか、壊すか、だけで

はない選択肢もあるのではないか、その壊すまでの期

間を使って短期的に何かをするといった、中間の使い

方もあるのでなないかと考えています。 

（古田）建築士事務所が吉舎のような場所で地域振興

に協力できることは？ 

（原井）先ほどの岩崎さんの話にあったことの実践で、

kissa の向かいの空き家に移動できる什器を置いて

短期的に使う計画があります。解体でも改造でもない

空き家の使い方の提案ができたらおもしろくなりそうだ

なと思っています。kissa に来店されたお客さんで、

同じように古い建物を改造したいという依頼をいくつ

かいただいています。古い建物の改造の場合は、残

された建物の状態や建っている場所の状況もそれぞ

れ違うので、少し手を加えることで、新築ではつくれな

いような、その場所がもっていた魅力を引きだせたら

いいなと思っています。 

（古田）時間も参りました。本日は営業終了後のお疲

れのところ、インタビューをお受けいただきありがとうご

ざいました。今度は自家製カレーとマフィンを食べに

kissa に伺います。              (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席者】 

原井隆建築設計事務所  原井隆氏 

kissa 店主  岩崎吉剛、あゆみ夫妻 

都市環境委員会委員長  古田均 

（一社）広島県建築士事務所協会 大木一郎 
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子ども用の図書コーナーがある小上がり席 

 

（古田）町屋の再生について何か参考にしましたか？ 

（岩崎）参考にしたカフェはいくつかあります。いろい

ろなものをまぜて自分たち「らしい」空間になったんじ

ゃないかと思います。 

（古田）客層のターゲットはいかがですか？ 

（岩崎）最初は、地元の方を意識していました。田舎

特有の閉そく感（遊ぶところがない、若い人がいない）、

ネガティブな空気をなんとかしたいと考えていました。

kissa をはじめることで、吉舎の皆さん（子どもから高

齢者まで）が集えて、ポジティブな気持ちになれる場

所を提供したかったです。 

道路側の全面がガラスの引き戸ということもあり、当

初、抵抗のある高齢者のお客さんが多かったです。オ

ープンしてしばらくすると、店の佇まいも街に馴染んで

きたせいか、「ここから外をみるならこれがいいよね」と

言ってもらえるようになりました。子連れの来店は多い

です。市外から車での来店もあります。いろんな層の

お客さんがきてくださるのはありがたく思っています。 

 若者との関わりも増えてきました。地元の日彰館高

校からの依頼で、「ようこそ先輩！」の講師を務めたこ

とがあります。地元の高校生も来てくれるようになり、

kissaが若者の居場所になっていることが嬉しいです。 

（原井）建築学科を目指す高校生に大学受験の前に

話を聞きたいと言われ、kissa で建築について話をし

ました。その後国立大学の建築学科に無事合格され

たと聞いてうれしかったです。地元の若い人とつなが

りができてよかった。大学進学後も帰省された際に、

大学でどんなことをしているか話を聞かせてもらえたら

いいなと思っています。 

（古田）これから地方で事業を行おうと考えている若者

にアドバイスはありますか？ 

（岩崎）過疎化という流れ、建物の老朽化という流れに

逆らおうとするだけではなく、その流れを楽しむ方法も

あるのでは。古い建物をリノベするか、壊すか、だけで

はない選択肢もあるのではないか、その壊すまでの期

間を使って短期的に何かをするといった、中間の使い

方もあるのでなないかと考えています。 

（古田）建築士事務所が吉舎のような場所で地域振興

に協力できることは？ 

（原井）先ほどの岩崎さんの話にあったことの実践で、

kissa の向かいの空き家に移動できる什器を置いて

短期的に使う計画があります。解体でも改造でもない

空き家の使い方の提案ができたらおもしろくなりそうだ

なと思っています。kissa に来店されたお客さんで、

同じように古い建物を改造したいという依頼をいくつ

かいただいています。古い建物の改造の場合は、残

された建物の状態や建っている場所の状況もそれぞ

れ違うので、少し手を加えることで、新築ではつくれな

いような、その場所がもっていた魅力を引きだせたら

いいなと思っています。 

（古田）時間も参りました。本日は営業終了後のお疲

れのところ、インタビューをお受けいただきありがとうご

ざいました。今度は自家製カレーとマフィンを食べに

kissa に伺います。              (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席者】 

原井隆建築設計事務所  原井隆氏 

kissa 店主  岩崎吉剛、あゆみ夫妻 

都市環境委員会委員長  古田均 

（一社）広島県建築士事務所協会 大木一郎 
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インタビューを終えて 

都市環境委員会 

委員長 古田 均 

 

 

私が審査員の方々をお連れして現地を訪れたときの第一印象は、統一されたデザインの街路灯が整然と並

ぶ旧街道のイメージと、人通りが少なく、ほぼ営業している店のない「商店街」のアンバランスな風景でした。そ

の中でオシャレな雰囲気を醸し出す「kissa」の存在は、もしこのお店がこの場所になかったら、この街路に与え

る印象がかなり寂しくなっただろうと感じさせるものでした。 

推薦理由によると『審査の過程でこの作品は、このような古い町屋のリニューアルは京都に行けばいくらでも

あり特にデザインが優れているわけではないが「人口減少によって廃れたまま残っている場所での建築の試み

として実現していることに意味が有る」』と評価されました。 

今回のインタビューで、「開店当初は開放的なカフェを敬遠されていたお年寄りが徐々に集うようになり、子連

れのお母さんたちが店内で読み聞かせを行い、近隣から車でわざわざやってくるお客さんたちのネットワークが

でき、放課後はコンビニくらいしか行くところがなかった高校生が友達との時間を過ごす場所ができるようになっ

た」等のお話を聞いて、人通りが少なくなり、人と人との関係が希薄になっていく地域のコミュニティーの活性に

「kissa」が寄与している様子をうかがい知ることができました。 

岡河貢審査委員長は総評において『近年、地方が特例の債務をして建設される大きな建物によって地域を

再生しようとするものがみられるが本当に再生は可能なのだろうか』と大規模公共建築による持続的な地域振興

に疑問を呈されています。もちろん基本となる公共投資は必要で、今回の現地審査も高速道を利用しました。た

だ、そのような公共投資とは別のレベルで、もっと日々の生活に根付いた社会関係資本の維持を担おうとする

人々に建築士事務所としてどのような貢献ができるのかを考えさせられました。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

              現地審査の様子                      現地審査の様子 
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　若芽のあのソフトな黄緑が春を告げる。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）
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国 住 指 第 ３ ４ ０ ６ 号 
令和２年１２月２８日 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

会 長 児玉 耕二 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

（公印省略）

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令の

施行について（技術的助言）

 
 
日頃より建築行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 
規制改革実施計画（令和２年 7 月 17 日閣議決定）において、「原則として全ての見

直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提

示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンラ

イン化を行う」こととされたことを踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令におい

て、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所

要の改正を行うため、押印を求める手続の見直し等のための国土交通関係省令の一部

を改正する省令（令和２年国土交通省令第 98 号。以下「改正省令」という。）が本年

12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。 
ついては、今回施行される改正省令による改正後の建築士法施行規則（昭和 年

国土交通省令第 号。以下「規則」という。）の運用について、下記のとおり通知し

ます。

貴団体におかれては、貴団体の所属の事業者及び建築士に対しても、この旨周知方

お願いします。

記

１．一級建築士の免許の申請等関係（規則第１条の５、第９条の３関係）

（１）行政手続において国民や事業者等に対して求める押印の廃止について 
一級建築士免許申請書（第１号書式）及び実務経歴書（第１号の２書式）中「（自

署）」、実務経歴証明書（第１号の３書式）中「印」、構造設計一級建築士証及び設備一

級建築士証交付申請書（第３号の２書式）中「（署名）」を削ることとしました。 
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国 住 指 第 ３ ４ ０ ６ 号 
令和２年１２月２８日 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

会 長 児玉 耕二 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

（公印省略）

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令の

施行について（技術的助言）

 
 
日頃より建築行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 
規制改革実施計画（令和２年 7 月 17 日閣議決定）において、「原則として全ての見

直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提

示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンラ

イン化を行う」こととされたことを踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令におい

て、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所

要の改正を行うため、押印を求める手続の見直し等のための国土交通関係省令の一部

を改正する省令（令和２年国土交通省令第 98 号。以下「改正省令」という。）が本年

12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。 
ついては、今回施行される改正省令による改正後の建築士法施行規則（昭和 年

国土交通省令第 号。以下「規則」という。）の運用について、下記のとおり通知し

ます。

貴団体におかれては、貴団体の所属の事業者及び建築士に対しても、この旨周知方

お願いします。

記

１．一級建築士の免許の申請等関係（規則第１条の５、第９条の３関係）

（１）行政手続において国民や事業者等に対して求める押印の廃止について 
一級建築士免許申請書（第１号書式）及び実務経歴書（第１号の２書式）中「（自

署）」、実務経歴証明書（第１号の３書式）中「印」、構造設計一級建築士証及び設備一

級建築士証交付申請書（第３号の２書式）中「（署名）」を削ることとしました。 

 
（２）経過措置について 

改正省令の附則第２項の規定に基づき、改正省令施行前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができます。

（３）中央指定登録機関が定める様式の押印について

中央指定登録機関が事務規程または運用等で、行政手続において国民や事業者等に

対して押印を求めている手続について、厳格な本人確認のために押印や署名を求めて

いるものを除き、押印の廃止に向けた検討を進めていただくようお願いをしています。 
 
（４）一級建築士の免許の申請等に係る手続のオンライン化について 
行政手続において国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を

不要とする省令改正を行ったことにより、押印等に代わる電子署名や電子証明書を要

さずにオンライン申請が可能となったため、中央指定登録機関に対しオンライン申請

（電子メールを用いた申請を含む。）受付に積極的に取り組むようお願いしています。 
なお、オンライン申請受付を行う際に、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）及び

規則において各申請書に添えることが定められている書類については、情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）及び国土交通省の

所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平

成 15 年国土交通省令第 25 号）により、次の①、②のいずれかの方法でスキャンデー

タを作成した場合には、スキャンデータの添付にて受付が可能となります（住民票の

写し等もこの方法で受付可能となります。）。 
 
①「スキャンする日時」と「原本と相違ない旨」を原本（紙媒体）に記入した上で

スキャンデータを作成する方法（紙媒体での原本証明方式） 
②原本をスキャンした上で、「スキャンした日時」と「原本と相違ない旨」をスキャ

ンデータ上に入力する方法（電子媒体での原本証明方式） 

２．建築士事務所登録等の申請等関係（規則第２０条、第２０条の３関係）

（１）行政手続において国民や事業者等に対して求める押印の廃止について 
建築士事務所登録申請書（第５号書式）第１面中「印」、添付書類（第６号書式）

（ロ）中「印」、（ハ）中「印」及び「（署名）」、設計等の業務に関する報告書（第６号

の２書式）中「印」を削ることとしました。 
 

（２）経過措置について 
改正省令の附則第２項の規定に基づき、改正省令施行前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができます。
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（３）指定事務所登録機関が定める様式の押印について

建築士事務所登録等の申請等に係る手続について、都道府県が条例、規則または運

用等で、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について、厳格な本人確認の

ために押印や署名を求めているものを除き、押印の廃止に向けた検討を進めていただ

くよう、別添のとおり都道府県に通知しています。（一社）建築士事務所協会連合会に

おかれましては、傘下の指定事務所登録機関に対し、その旨周知のほどお願いします。 
 

（４）建築士事務所登録等の申請等に係る手続のオンライン化について 
行政手続において国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を

不要とする省令改正を行ったことにより、押印等に代わる電子署名や電子証明書を要

さずにオンライン申請が可能となりました。 
建築士事務所登録等の申請等に係る手続について、オンライン申請（電子メールを

用いた申請を含む。）受付に取り組むよう別添のとおり都道府県に通知しています。

（一社）建築士事務所協会連合会におかれましては、傘下の指定事務所登録機関に対

し、その旨周知のほどお願いします。 
なお、オンライン申請受付を行う際に、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）及び

規則において各申請書に添えることが定められている書類については、情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）及び国土交通省の

所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平

成 15 年国土交通省令第 25 号）により、次の①、②のいずれかの方法でスキャンデー

タを作成した場合には、スキャンデータの添付にて受付が可能である旨申し添えます

（登記事項証明書等もこの方法で受付可能です。）。 
 
①「スキャンする日時」と「原本と相違ない旨」を原本（紙媒体）に記入した上で

スキャンデータを作成する方法（紙媒体での原本証明方式） 
②原本をスキャンした上で、「スキャンした日時」と「原本と相違ない旨」をスキャ

ンデータ上に入力する方法（電子媒体での原本証明方式） 
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（３）指定事務所登録機関が定める様式の押印について

建築士事務所登録等の申請等に係る手続について、都道府県が条例、規則または運

用等で、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について、厳格な本人確認の

ために押印や署名を求めているものを除き、押印の廃止に向けた検討を進めていただ

くよう、別添のとおり都道府県に通知しています。（一社）建築士事務所協会連合会に

おかれましては、傘下の指定事務所登録機関に対し、その旨周知のほどお願いします。 
 

（４）建築士事務所登録等の申請等に係る手続のオンライン化について 
行政手続において国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を

不要とする省令改正を行ったことにより、押印等に代わる電子署名や電子証明書を要

さずにオンライン申請が可能となりました。 
建築士事務所登録等の申請等に係る手続について、オンライン申請（電子メールを

用いた申請を含む。）受付に取り組むよう別添のとおり都道府県に通知しています。

（一社）建築士事務所協会連合会におかれましては、傘下の指定事務所登録機関に対

し、その旨周知のほどお願いします。 
なお、オンライン申請受付を行う際に、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）及び

規則において各申請書に添えることが定められている書類については、情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）及び国土交通省の

所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平

成 15 年国土交通省令第 25 号）により、次の①、②のいずれかの方法でスキャンデー

タを作成した場合には、スキャンデータの添付にて受付が可能である旨申し添えます

（登記事項証明書等もこの方法で受付可能です。）。 
 
①「スキャンする日時」と「原本と相違ない旨」を原本（紙媒体）に記入した上で

スキャンデータを作成する方法（紙媒体での原本証明方式） 
②原本をスキャンした上で、「スキャンした日時」と「原本と相違ない旨」をスキャ

ンデータ上に入力する方法（電子媒体での原本証明方式） 
 
 
 
 

  



＜月　間　行　事＞

� 令和３年１月１日～令和３年１月31日　
⃝１月６日　　広島県消費生活課建築相談
　　　　　　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席

⃝１月14日　　情報・編集委員会

⃝１月21日　　マンション計画修繕部会

⃝１月24日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝１月28日　　広島市住宅相談
　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席

⃝１月29日　　住宅リフォーム相談窓口担当者講習会（オンライン講習）� 大木主任出席

＜今後の行事予定＞

⃝２月２日　　改修工事「ここが知りたい！」技術セミナー　第３回インターホンの取替工事勉強会
　　　　　　　　　於：建築サロン

⃝２月10日　　正副委員長会議
　　　　　　　　　於：メルパルク広島

⃝２月17日　　管理建築士講習
　　　　　　　　　於：建築サロン
　　　　　　　荷物用・人荷用エレベーター技術セミナー（リモート講習会）

⃝２月19日　　三役会・理事会

⃝３月26日　　三役会・理事会
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委員会報告 

青年部会レポート 

「第 47 回五三会建築設計競技公開審査レポート」 
 

（一社）広島県建築士事務所協会情報・編集委員会 
青年部会 部会長 尾立 道泰 

(五三会副幹事長) 
 

2020 年 11 月 28 日(土)午後、広島工業大学において、広島工業大学建築・環境系学科同
窓会『五三会（いつみかい）』（以下「五三会」とします。会長 松田 智仁）主催の第４７回
五三会建築設計競技の公開審査が行われました。その様子をレポートします。 

 
五三会では、毎年 11 月～12月に建築を学ぶ学生を対象に、建築設計競技を開催していま

す。最近では他大学の同窓会も同様のコンペを行うところも出てきましたが、その先駆とな
るもので、今年で 47 回目を数える歴史のあるコンペです。当初の数年間は、学内学生を対
象としたコンペでしたが、その後外部から審査員をお招きするなどして、広島県内の大学高
専の学生、そして全国の学生へと門戸を広げられてきました。 

 
このコンペは、五三会が運営し、賞金総額は会で決めていますが、課題の設定、賞の数、

審査会の形式、賞金の配分など、コンペ内容から審査に至る全てを審査員に依頼されていま
す。 
これまでの審査会では、一つ一つの課題に丁寧に質疑応答をした結果、19 時を回っても

各賞が決まらなかったこと、最優秀賞受賞者が該当なしとなったこと、実際のコンペでは最
優秀賞以外は該当なしの理由で、賞金が 1 グループに全額贈呈されたことなど、審査会の
当日、何が起こるかわからない緊張感があります。 
 
今回の審査員は、安田女子大学生活デザイン学科教授の前田紀貞先生をお招きいたしま

した。 
 
課題は「触れない家」です。 （http://www.itsumikai.jp/compe/をご覧下さい。） 
 
10 月初旬の前田先生による課題の設定後、五三会ホームページでの告知に加え、特別協

賛企業の(株)総合資格 総合資格学院様のホームページやＳＮＳ、メーリングリストでの告
知、及び(株)建築資料研究社 日建学院様による各大学へのポスター送付などのご協力もあ
りました。結果、例年の応募作品数は 20~30 作品程度であるのに対して、今回は、北海道
から熊本までの全国の大学・専門学校・高等専門学校から 76 作品もの応募がありました。
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委員会報告 

青年部会レポート 

「第 47 回五三会建築設計競技公開審査レポート」 
 

（一社）広島県建築士事務所協会情報・編集委員会 
青年部会 部会長 尾立 道泰 

(五三会副幹事長) 
 

2020 年 11 月 28 日(土)午後、広島工業大学において、広島工業大学建築・環境系学科同
窓会『五三会（いつみかい）』（以下「五三会」とします。会長 松田 智仁）主催の第４７回
五三会建築設計競技の公開審査が行われました。その様子をレポートします。 

 
五三会では、毎年 11 月～12月に建築を学ぶ学生を対象に、建築設計競技を開催していま

す。最近では他大学の同窓会も同様のコンペを行うところも出てきましたが、その先駆とな
るもので、今年で 47 回目を数える歴史のあるコンペです。当初の数年間は、学内学生を対
象としたコンペでしたが、その後外部から審査員をお招きするなどして、広島県内の大学高
専の学生、そして全国の学生へと門戸を広げられてきました。 

 
このコンペは、五三会が運営し、賞金総額は会で決めていますが、課題の設定、賞の数、

審査会の形式、賞金の配分など、コンペ内容から審査に至る全てを審査員に依頼されていま
す。 
これまでの審査会では、一つ一つの課題に丁寧に質疑応答をした結果、19 時を回っても

各賞が決まらなかったこと、最優秀賞受賞者が該当なしとなったこと、実際のコンペでは最
優秀賞以外は該当なしの理由で、賞金が 1 グループに全額贈呈されたことなど、審査会の
当日、何が起こるかわからない緊張感があります。 
 
今回の審査員は、安田女子大学生活デザイン学科教授の前田紀貞先生をお招きいたしま

した。 
 
課題は「触れない家」です。 （http://www.itsumikai.jp/compe/をご覧下さい。） 
 
10 月初旬の前田先生による課題の設定後、五三会ホームページでの告知に加え、特別協

賛企業の(株)総合資格 総合資格学院様のホームページやＳＮＳ、メーリングリストでの告
知、及び(株)建築資料研究社 日建学院様による各大学へのポスター送付などのご協力もあ
りました。結果、例年の応募作品数は 20~30 作品程度であるのに対して、今回は、北海道
から熊本までの全国の大学・専門学校・高等専門学校から 76 作品もの応募がありました。

新型コロナウィルス感染症の影響で中止となったコンペがあったり、また一方で、各大学等
の登校禁止によりゼミ単位での活動が制限されていた反動もあったと思われます。 

 
11 月 24日締め切り、11月 28 日の公開審査

と進む中で、76 作品を公開で審査するのは、
時間の都合上困難であることから、前田先生
に事前に 20 作品程度の選定をお願いしまし
た。 

28 日午後、広島工業大学 3 号館 302 号室で
公開審査を行いました。大学が県外在住者の
学内入校を禁止していることに加え、新型コ
ロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら、Microsoft Teamsによるリモート参加を取
り入れました。 
公開審査会では、来場者へのマスクの着用、手指の消毒はもちろんのこと、万一の場合に

備えて、名簿に氏名・住所・メールアドレス等連絡先を記入いただくなどの対策を行いまし
た。会場運営につきましては、学科の学生の協力も得ることができました。感謝です。 
途中、Microsoft Teamsと学内 LAN の相性問題が発生し、接続が出来ないトラブルはあ

ったものの、一部の参加者を Zoomに切り替えるなどして対応しました。 
 
前田先生による丁寧な質疑応答と講評により 17 時を超える長丁場となりましたが、無事

各賞が決まりました。 
 

最優秀賞 

誰かの足跡から知る暮らし 鈴木 滉一 （神戸大学） 

二重螺旋の家 

井之口 祥大／兼藤 優佑／金光 堅 

田村 綾佳／藤原 誉大／泉 絢音 

植村 玲香／十河 咲希／山口 莉奈 

山本 航暉／藤 孝紘（広島工業大学） 

優秀賞 

「見えない壁」 
前田 元／篠村 悠人／宮本 明輝 

（広島工業大学） 

「行ってきます」と「ただ

いま」から始めよう 

細谷 恵汰／辰巳 詩音／平川 真衣 

（島根大学） 

 
 

公開審査会場の様子 
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最優秀賞 

誰かの足跡から知る暮らし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最優秀賞 

二重螺旋の家 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
優秀賞 

見えない壁 
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優秀賞  

「行ってきます」と「ただいま」

から始めよう 

 
 
審査結果については http://www.itsumikai.jp/compe/ で確認もできます。 
 
今回から五三会建築設計競技委員会の委員長に、大野 慶雄・藤森 雅彦(両名とも広島工

業大学環境学部建築デザイン学科非常勤講師)が就任したことにより、広島工業大学からも
29 作品の応募があったことに加え、新型コロナウィルス感染症対策によるリモート公開審
査も導入したことにより作品点数が多く、力作も揃ったことから、前田先生のみならず、
我々も大いに刺激を受けた公開審査会となりました。以上を報告して、この記事を締めたい
と思います。最後までお読みくださりありがとうございました。 



（太平洋マテリアル㈱  中四国支社  広島営業部内）

☎　082-262-3110

☎　0849-33-4704

☎　0827-22-1266

☎　082-277-2371

☎　082-272-3773

☎　082-236-6333

㈱ 愛 晃

ア マ ノ 企 業 ㈱

㈱カシワバラ・コーポレーション

㈱ カ ネ キ

小 島 建 興 ㈱

㈱コンステック広島支店

☎　082-295-8600

☎　082-291-1631

☎　082-516-1070

☎　082-497-4777

☎　082-238-3511

三 共 化 学 工 業 ㈱

㈱ サ ン ゼ オ ン

㈱ テ ク シ ー ド

東興ジオテック㈱広島支店

宮 本 塗 装 工 業 ㈱
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有
限

会
社

  日
事

連
サ

ー
ビ

ス
〒

10
4-

00
32

  東
京

都
中

央
区

八
丁

堀
4-

9-
4 

 東
京

ST
ビ

ル
3階

  
 T

EL
.0

3-
35

51
-6

63
3（

建
賠

保
険

専
用

ダ
イ

ヤ
ル

）   
 F

AX
.0

3-
35

52
-1

06
6　

E-
m

ai
l :

 n
js-

q@
ni

ch
iji

re
n-

se
rv

ic
e.c

om

一
般

社
団

法
人

 日
本

建
築

士
事

務
所

協
会

連
合

会
の

会
員

で
ま

だ
建

賠
保

険
未

加
入

の
皆

さ
ま

へ

本
保

険
の

内
容

等
、詳

細
に

つ
い

て
は

下
記

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

こ
の
チ
ラ
シ
は
、日
事
連
・
建
築
士
事
務
所
賠
償
責
任
保
険（
建
築
家
賠
償
責
任
保
険〈
建
賠
〉）
の
概
略
を
ご
紹
介
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。保
険
の
詳
細
内
容
は
日
事
連
・

建
築
士
事
務
所
賠
償
責
任
保
険
の
パ
ン
フ
レ
ット
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。詳
細
は
パ
ン
フ
レ
ット
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
約
款
に
よ
り
ま
す
が
、ご
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

取
扱
代
理
店
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

〒
10

4-
00

32
  東

京
都

中
央

区
八

丁
堀

2-
21

-6
  八

丁
堀

NF
ビ

ル
6F

（
担

当
課

）建
設

産
業

営
業

部
  営

業
第

二
課

〒
10

0-
80

50
 東

京
都

千
代

田
区

丸
の

内
1-

2-
1 

 T
EL

.0
3-

32
85

-1
85

3

〈
引

受
幹

事
保

険
会

社
〉

〈
お

問
い

合
わ

せ
先

 ・
 取

扱
指

定
代

理
店

〉

ご
注

意

20
-T

04
80

4　
20

20
年

12
月

作
成

日
事

連
サ

ー
ビ

ス
ク

リ
ッ

ク

賠
償
責
任
保
険

日
事

連
・

建
築

士
事

務
所

20
21

年
度

  団
体

保
険

 新
規

募
集

の
ご

案
内

新
規

加
入

は
20

21
年

3月
20

日
ま

で
受

付
中

！

〈
建

築
家

賠
償

責
任

保
険

〉

◆
設

計
監

理
料（

前
年

度
売

上
実

績
）　

1,
00

0万
円

　
◆

基
本

補
償

プ
ラ

ン
Eタ

イ
プ

　
◆

免
責

10
万

円
　

◆
ネ

ット
で

加
入

　
◆

構
造

基
準

未
達

時
補

償
と

サ
イ

バ
ー

リ
ス

ク
補

償
の

オ
プ

シ
ョ

ン
に

加
入

　
◆

事
故

割
増

引
な

し
の

場
合

　

☆
事

故
割

増
引

の
条

件
は

パ
ン

フ
レ

ット
P2

2を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

【
保

険
料

例
】

対
人

・
対

物
共

通（
合

算
）支

払
限

度
額

建 物 調 査 業 務 売 上 高

0万
円

10
0万

円

30
0万

円

50
0万

円

1,
00

0万
円

3,
00

0万
円

1事
故

 5
,0

00
万

円

設 計 ・ 監 理 料

D
E

F
G

H

設 計 ・ 監 理 料支 払 限 度 額 支 払 限 度 額 支 払 限 度 額

D
E

F
G

H

1,
00

0円
2,

05
0円

6,
15

0円
10

,2
50

円

20
,5

00
円

61
,5

00
円

構
造

基
準

未
達

時
補

償
オ

プ
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
▶

基
本

補
償

プ
ラ

ン
▶ ▶ ▶ 〈

基
本

補
償

プ
ラ

ン
〉

30
,0

00
円

制
度

運
営

費

50
0円

W
eb

割

50
0円

14
,0

00
円

〈サ
イバ

ーリ
スク

補償
オプ

ショ
ンプ

ラン
〉

74
,0

00
円

30
,0

00
円

〈構
造基

準未
達オ

プシ
ョン

プラ
ン〉

年
間

保
険

料
計

建築
基準

法等
基準

未達
時補

償
オ

プ
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン

建
物

調
査

業
務

中
賠

償
補

償
オ

プ
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン

建
築

基
準

法
等

基
準

未
達

時
補

償
オ

プ
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
と

同
時

加
入

の
場

合
は

10
％

割
引

に
な

り
ま

す
。

構
造

基
準

未
達

時
補

償
オ

プ
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
と

同
時

加
入

の
場

合
は

10
％

割
引

に
な

り
ま

す
。

年
間

保
険

料
表

1,
00

0万
円

2,
50

0万
円

5,
00

0万
円

1億
円

1事
故

保
険

期
間

中
対

人
1名

30
,0

00
円

30
,0

00
円

38
,9

60
円

77
,9

20
円

30
,0

00
円

30
,0

00
円

53
,4

40
円

10
6,

68
0円

30
,0

00
円

33
,6

80
円

67
,3

60
円

13
4,

72
0円

30
,0

00
円

34
,5

60
円

69
,1

20
円

13
8,

24
0円

30
,0

00
円

36
,0

00
円

72
,0

00
円

14
4,

00
0円

5,
00

0万
円

5,
00

0万
円

2,
50

0万
円

10
,0

00
万

円

10
,0

00
万

円

5,
00

0万
円

20
,0

00
万

円

20
,0

00
万

円

10
,0

00
万

円

30
,0

00
万

円

30
,0

00
万

円

15
,0

00
万

円

50
,0

00
万

円

50
,0

00
万

円

25
,0

00
万

円

1事
故

保
険

期
間

中
50

0万
円

50
0万

円
1,

00
0万

円

1,
00

0万
円

2,
00

0万
円

2,
00

0万
円

3,
00

0万
円

3,
00

0万
円

5,
00

0万
円

5,
00

0万
円

1,
00

0万
円

2,
50

0万
円

5,
00

0万
円

1億
円

30
,0

00
円

30
,0

00
円

36
,4

50
円

58
,2

50
円

30
,0

00
円

30
,0

40
円

42
,8

60
円

68
,4

90
円

30
,0

00
円

34
,5

40
円

49
,2

60
円

78
,7

20
円

30
,0

00
円

36
,9

90
円

52
,7

70
円

84
,3

30
円

30
,0

00
円

40
,3

10
円

57
,5

00
円

91
,8

80
円

▶
サ

イ
バ

ー
リ

ス
ク

補
償

オ
プ

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

設 計 ・ 監 理 料

D
E

F
G

H
1事

故
保

険
期

間
中

75
0万

円

75
0万

円
1,

50
0万

円

1,
50

0万
円

3,
00

0万
円

3,
00

0万
円

4,
50

0万
円

4,
50

0万
円

7,
50

0万
円

7,
50

0万
円

1,
00

0万
円

2,
50

0万
円

5,
00

0万
円

1億
円

30
,0

00
円

30
,0

00
円

34
,6

20
円

55
,3

20
円

30
,0

00
円

30
,0

00
円

39
,8

10
円

63
,6

10
円

30
,0

00
円

31
,7

60
円

45
,3

00
円

72
,3

80
円

30
,0

00
円

34
,0

00
円

48
,5

00
円

77
,5

00
円

30
,0

00
円

36
,8

90
円

52
,6

20
円

84
,0

80
円

《
保

険
期

間
：

20
21

年
4月

1日
（

木
）1

6時
～

20
22

年
4月

1日
（

金
）1

6時
》

一
般

社
団

法
人

 日
本

建
築

士
事

務
所

協
会

連
合

会
（

日
事

連
） 構

成
員（

会
員

） の
た

め
の

制
度

で
す

。
建

築
士

事
務

所
を

賠
償

事
故

か
ら

お
守

り
す

る
た

め
に

、特
に

デ
ザ

イ
ン

さ
れ

た
保

険
で

す
。

日
本

国
内

の
建

築
物

の
設

計
業

務
に

起
因

し
て

生
じ

た
法

律
上

の
損

害
賠

償
責

任
を

包
括

的
に

カ
バ

ー
し

ま
す

。
保

険
料

は
団

体
割

引
20

％
が

適
用

さ
れ

ま
す

。
お

支
払

い
は

便
利

な
金

融
機

関
自

動
口

座
引

落
し

で
す（

※
） 。

事
務

所
の

実
態

に
合

わ
せ

て
ご

加
入

タ
イ

プ
の

選
択

が
可

能
で

す
。

保
険

料
は

、経
費

と
し

て
、損

金
処

理
が

で
き

ま
す

。

●
加

入
手

続
き

は
、W

eb
申

込
が

で
き

ま
す

。（
会

員
限

定
）

　
詳

し
い

補
償

内
容

や
保

険
料

試
算

等
も

下
記

よ
り

お
手

続
き

く
だ

さ
い

。

●
中

途
加

入
を

毎
月

1日
補

償
開

始
で

受
付

て
お

り
ま

す
。毎

月
25

日
ま

で
に

お
申

込
み

～
保

険
料

ご
入

金
で

翌
月

1日
か

ら
補

償
開

始
可

能
で

す
。

詳
細

は
日

事
連

サ
ー

ビ
ス

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
ト

ッ
プ

画
面

 ⇒
 「

建
賠

保
険

の
概

要
」 

⇒
 「

加
入

方
法

に
つ

い
て

」 を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

1 2 3 4 5 6 7
（
※
）新
規
加
入
時
は
指
定
口
座
へ
の
お
振
込
み
と
な
り
ま
す
。

 2
02

1年
1月

25
日

   
募

集
ス

タ
ー

ト！

既
加

入
者

に
は

、1
月

下
旬

に
更

新
手

続
き

に
つ

い
て

個
別

に
ご

案
内

い
た

し
ま

す
。

（
＊

）訴
訟

対
応

費
用

に
つ

い
て

は
、1

請
求

・
保

険
期

間
中

支
　

払
　

限
　

度
　

額
免

責
金

額
1請

求・
保

険
期

間
中

 1
,0

00
万

円
1事

故・
保

険
期

間
中

 5
00

万
円（

＊
）

賠
償

責
任

補
償

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

事
故

対
応

費
用

補
償

な
し

な
し

年
間

設
計・

監
理

料
5,

00
0万

円
～

1億
円

未
満

1億
円

～
2億

円
未

満
2億

円
～

3億
円

未
満

3億
円

～
4億

円
未

満
4億

円
～

5億
円

未
満

5億
円

～
10

億
円

未
満

10
億

円
～

20
億

円
未

満
年間

保険
料

14
,0

00
円

20
,0

00
円

30
,0

00
円

40
,0

00
円

45
,0

00
円

50
,0

00
円

55
,0

00
円

60
,0

00
円

5,
00

0万
円

未
満

今
年

度
よ

り

が
新

設
さ

れ
ま

し
た

。

サイ
バー
リス
ク

補
償

 テ
レ

ワ
ー

ク
の

浸
透

や
BI

M
導

入
に

よ
る

サ
イバ

ー
リ

ス
ク

の
増

大
に

対
応

し
ま

す
。N

ew
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構
造

基
準

未
達

時
補

償
お

よ
び

法
令

基
準

未
達

時
補

償
は

、約
1／

3の
事

務
所

に
加

入
い

た
だ

い
て

お
り

ま
す

。
オ
プ
シ
ョ
ン
特
約
加
入
率

特
色

施
主
と

デ
ザ
イ
ン
で

ト
ラ
ブ
ル

設
計
料
を

払
っ
て

く
れ
な
い

構造
基準

未達

35
.0％

30
.0％

25
.0％

20
.0％

15
.0％

10
.0％

32
.8％

32
.5％

30
.8％

法令
基準

未達
建物

調査
業務

中

20
18
年度

20
19
年度

20
20
年度

32
.7％

32
.0％

29
.3％

21
.8％

20
.6％

19
.1％

1 2

テ
レ
ワ
ー
ク
の
浸
透
や
BI
M
導
入
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
の
増
大
に
対
応
し
ま
す
。

情
報
漏
え
い
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
の
原
因
調
査
費
用
や
デ
ー

タ
復
元
費
用
等
を
補
償
し
ま
す
。

Ne
w

Ne
w

1 2 3 4 1 2 3 45

保
険
料
試
算
か
ら
申
込
み
ま
で
ネ
ット
で
手
続
が
完
了
し
ま
す
。

加
入
内
容
が
ネ
ット
で
す
ぐ
に
確
認
で
き
ま
す
。

加
入
者
証
を
ネ
ット
か
ら
印
刷
可
能
で
す
。

住
所
変
更
も
ネ
ット
で
で
き
ま
す
。

事
故
に
関
す
る
報
告・
相
談
が
ネ
ット
で
も
可
能
で
す
。

（
詳

し
く

は
下

段
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。）

建
築

士
事

務
所

の
お

悩
み

解
決

を
サ

ポ
ー

ト
し

ま
す

！

「
ネ

ッ
ト

で
お

手
続

き
」が

可
能

1
多

彩
な

オ
プ

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

3

無
料

弁
護

士
相

談
 　

 サ
ー

ビ
ス

2

電
話
や
メ
ー
ル
、弁
護
士
事
務
所
で
の
相
談
に
加
え
、W
eb
会
議
で
の
相
談（
30
分
程
度
）が

可
能
で
す
。

相
談
料
は
無
料
で
す
。

20
21
年
4月
1日
～
20
22
年
4月
1日
ま
で
、年
3回
利
用
で
き
ま
す
。

建
賠
保
険
指
定
代
理
店
日
事
連
サ
ー
ビ
ス
が
受
付
け
、弁
護
士
事
務
所
に
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。

4
N
EW

弁
護

士
法

人
匠

総
合

法
律

事
務

所（
東

京
、大

阪
、名

古
屋

、仙
台

、福
岡

）が
対

応
い

た
し

ま
す

。

設
計

業
務

の
ミ

ス
に

起
因

し
て

、日
本

国
内

に
お

い
て

保
険

期
間

中
に

発
生

し
た

設
計

業
務

の
対

象
と

な
っ

た
建

築
物

の
外

形
的

か
つ

物
理

的
な

滅
失

ま
た

は
破

損
も

し
く

は
、前

述
の

事
象

に
起

因
す

る
他

人
の

身
体

の
障

害
な

ら
び

に
他

人
の

財
物

の
損

壊
に

つ
い

て
、被

保
険

者
が

法
律

上
の

賠
償

責
任

を
負

担
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
被

る
損

害
を

補
償

し
ま

す
。

日
事

連
・

建
築

士
事

務
所

賠
償

責
任

保
険

の
構

成
と

概
要

設
計

等
の

業
務

ミ
ス

に
よ

る
損

害
賠

償
責

任
補

償

①
建

築
設

備
機

能
担

保
特

約
②

建
築

物
の

滅
失・

破
損

に
起

因
し

な
い

身
体

障
害

担
保

特
約

③
法

適
合

確
認

業
務

追
加

担
保

特
約

基 本 補 償

構
造

基
準

未
達

に
よ

る
建

築
物

の
滅

失
ま

た
は

破
損

を
伴

わ
な

い
瑕

疵
に

関
す

る
特

約

建
築

基
準

関
連

法
令

の
基

準
未

達
に

よ
る

建
築

物
の

滅
失

ま
た

は
破

損
を

伴
わ

な
い

瑕
疵

に
関

す
る

特
約

請
負

業
者

特
別

約
款

／
管

理
下

財
物

損
壊

担
保

特
約

サ
イ

バ
ー

リ
ス

ク
補

償

お
支
払
い
事
例

事
例
①

構
造

基
準

未
達

時
補

償
建

築
基

準
法

等
基

準
未

達
時

補
償

建
物

調
査

業
務

中
賠

償
補

償

特 約 （ オ プ シ ョ ン ）

マ
ン

シ
ョ

ン
の

建
設

に
当

た
り

、屋
上

の
防

水
仕

様
を

誤
っ

た
他

、躯
体

強
度

不
足

に
よ

る
外

壁・
床

ス
ラ

ブ
等

の
ひ

び
割

れ
に

よ
り

、雨
漏

り
が

発
生

し
た

。

事
例
②

ひ
び

割
れ

抑
制

の
た

め
の

鉄
筋

量
不

足
に

よ
り

オ
フ

ィ
ス

ビ
ル

の
床

面
全

面
に

ク
ラ

ッ
ク

が
発

生
し

た
。

事
例
③

自
動

車
デ

ィ
ー

ラ
ー

建
物

の
空

調
機

器
負

荷
計

算
を

誤
っ

た
た

め
、

空
調

機
器

の
能

力
不

足
が

発
生

し
た

。（
建

築
設

備
機

能
担

保
特

約
）

事
例
④

オス
スメ
！

オス
スメ
！

オス
スメ
！

オス
スメ
！

2
O

p
ti

o
n

3
O

p
ti

o
n

4
O

p
ti

o
n

1
O

p
ti

o
n

2
O

p
ti

o
n

3
O

p
ti

o
n

サ
イ

バ
ー

リ
ス

ク
補

償
4

O
p
ti

o
n

木
造

共
同

住
宅

の
界

壁（
壁

面
、天

井
面

）に
木

造
耐

火
仕

様
の

強
化

石
膏

ボ
ー

ド
を

使
用

し
た

と
こ

ろ
、隣

室
へ

の
透

過
音

が
規

定
の

遮
音

性
基

準
を

満
た

す
こ

と
が

出
来

ず
、改

修
の

た
め

1,
00

0万
円

以
上

の
損

害
と

な
っ

た
。（

建
築

設
備

機
能

担
保

特
約

）

1
O

p
ti

o
n

初
期

対
応

費
用

担
保

特
約

訴
訟

対
応

費
用

担
保

特
約

情
報

漏
え

い
担

保
特

約
廃

業
担

保
特

約

お
支
払
い
事
例

注
目 （

＊
1）

 本
来

発
注

者
が

負
担

す
べ

き
追

加
費

用
は

補
償

の
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

※
オ

プ
シ

ョ
ン

①
と

②
に

双
方

同
時

ご
加

入
の

場
合

、そ
れ

ぞ
れ

の
オ

プ
シ

ョ
ン

保
険

料
が

10
％

割
引

と
な

り
ま

す
。

構
造

基
準

未
達

時
補

償
建

築
基

準
法

等
基

準
未

達
時

補
償

建
物

調
査

業
務

中
賠

償
補

償

構
造

基
準

未
達

時
補

償

建
築

基
準

法
等

基
準

未
達

時
補

償

建
物

調
査

業
務

中
賠

償
補

償

1
O

p
ti

o
n

2
O

p
ti

o
n

3
O

p
ti

o
n

1
O

p
ti

o
n

2
O

p
ti

o
n

3
O

p
ti

o
n

建
築

物
に

外
形

的
か

つ
物

理
的

な
滅

失
ま

た
は

破
損

が
発

生
し

な
い「

所
定

の
建

築
基

準
法（

第
20

条
）に

定
め

る
基

準
」を

満
た

さ
な

い
た

め
に

被
保

険
者

が
法

律
上

の
損

害
賠

償
責

任
を

負
担

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

被
る

損
害

を
補

償
し

ま
す

。（
＊

1）

構
造

計
算

ミ
ス

に
よ

り
、本

来
50

本
の

鉄
筋

が
必

要
で

あ
っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、4
5本

し
か

設
定

し
な

か
っ

た
た

め
、補

強
工

事
が

必
要

と
な

っ
た

。（
5本

分
の

追
加

費
用

は
補

償
対

象
外

と
な

り
ま

す
）

建
築

物
の

外
形

的
か

つ
物

理
的

な
滅

失
ま

た
は

破
損

が
無

い
場

合
で

も
、設

計
等

の
業

務
ミ

ス
で

、「
所

定
の

建
築

基
準

関
連

法
令（

＊
2）

に
定

め
る

基
準

」を
満

た
さ

な
い

た
め

に
、被

保
険

者
が

法
律

上
の

損
害

賠
償

責
任

を
負

担
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
被

る
損

害
を

補
償

し
ま

す
。（

＊
1）

設
計

ミ
ス

に
よ

り
、建

築
物

に
つ

い
て

容
積

率
オ

ー
バ

ー
と

な
り

、建
築

物
の

一
部

解
体

が
必

要
と

な
っ

た
。

（
＊

2）
 〈

対
象

法
令

〉建
築

基
準

法（
第

20
条

除
く

）、
消

防
法

、屋
外

広
告

物
法

、港
湾

法
、高

圧
ガ

ス
保

安
法

、ガ
ス

事
業

法
、駐

車
場

法
、水

道
法

、下
水

道
法

、宅
地

造
成

等
規

制
法

、流
通

業
務

市
街

地
の

整
備

に
関

す
る

法
律

、液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

、都
市

計
画

法
、特

定
空

港
周

辺
航

空
機

騒
音

対
策

特
別

措
置

法
、自

転
車

の
安

全
利

用
の

促
進

及
び

自
転

車
等

の
駐

車
対

策
の

総
合

的
推

進
に

関
す

る
法

律
、浄

化
槽

法
、特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

、高
齢

者・
障

害
者

等
の

移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律（

バ
リ

ア
フ

リ
ー

法
）、

都
市

緑
地

法
、建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律

耐
震

診
断

等
の

建
物

調
査

業
務

の
遂

行
に

起
因

し
て

発
生

し
た

対
人

・
対

物
事

故
に

つ
い

て
、被

保
険

者
が

法
律

上
の

損
害

賠
償

責
任

を
負

担
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
被

る
損

害
を

補
償

し
ま

す
。た

だ
し

、建
物

調
査

業
務

の
結

果
に

よ
り

発
生

し
た

事
故

は
補

償
の

対
象

外
と

な
り

ま
す

。

サ
イ

バ
ー

リ
ス

ク
補

償
4

O
p
ti

o
n

事
業

活
動

の
遂

行（
テ

レ
ワ

ー
ク

中
を

含
む

）
に

起
因

し
て

発
生

し
た

他
人

の
事

業
の

休
止・

阻
害

等
や

、情
報

の
漏

え
い

ま
た

は
そ

の
お

そ
れ

に
つ

い
て

、被
保

険
者

が
法

律
上

の
賠

償
責

任
を

負
担

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

被
る

損
害

や
、不

正
ア

ク
セ

ス
な

ど
の

サ
イ

バ
ー

攻
撃

を
受

け
た

場
合

の
原

因
調

査
や

デ
ー

タ
の

復
元

費
用

等
を

負
担

す
る

こ
と

に
よっ

て
被

る
損

害
を

補
償

し
ま

す
。

調
査

業
務

中
に

誤
っ

て
水

道
管

を
傷

つ
け

、屋
内

が
水

浸
し

に
な

っ
て

し
ま

っ
た

。
（

水
道

管
自

体
の

損
害

、水
濡

れ
に

よ
る

財
物

損
害

を
補

償
し

ま
す

。）

サ
イ

バ
ー

リ
ス

ク
補

償
4

O
p
ti

o
n

パ
ソ

コ
ン

に
届

い
た

標
的

型
メ

ー
ル

を
開

い
て

、パ
ソ

コ
ン

が
マ

ル
ウ

ェ
ア

感
染

を
し

て
し

ま
い

、デ
ー

タ
が

消
失

し
て

し
ま

っ
た

。そ
の

場
合

の
デ

ー
タ

等
復

元
費

用
。

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

日
事

連
 会

員
限

定

ご
要

望
の

多
い

特
約（

オ
プ

シ
ョ

ン
）

サ
イ

バ
ー

リ
ス

ク
補

償
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
！
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法律相談窓口（無料）が、 
ますます便利に！ 

 

これまでは、建築設計・工事監理業務に限定 
 
これからは、なんでも相談ＯＫ！ 

 
 

 
法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所
が無料で相談に応じます。 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 面談による相談です。（原則、電話による相談はできません） 

※ 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、尾道市、大竹市）です。 

※ 相談に限り無料です。 

解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 

※ 相談については法律事務所限りとし、事務所名や相談内容の詳細については事務所

協会への報告はありません。 

 

 

 

 

≪連絡先≫ 

弁護士法人広島みらい法律事務所 
（協会委託法律事務所） 

電話 082-511-7772 受付時間 9：00～18：00（平日） 

 

※ 電話の際、「当協会の法律相談」である旨、「当協会会員」である旨 

お伝えください。 
 

建築士事務所のための法律相談窓口 

まずは、気軽に法律事務所へご一報を！ 

正会員の皆様に朗報！ 



（正会員）
　　○株式会社耕設備設計企画一級建築士事務所
　　　事務所名称変更　　　　新：株式会社耕設備設計企画一級建築士事務所
　　　　　　　　　　　　　　旧：有限会社耕設備設計室一級建築士事務所
　　　法人名称変更　　　　　新：株式会社耕設備設計企画
　　　　　　　　　　　　　　旧：有限会社耕設備設計室
　　　代表者変更　　　　　　新：代表取締役　佐藤　靖博
　　　　　　　　　　　　　　旧：代表取締役　佐藤　耕造
　　　所在地変更　　　　　　新：〒730-0051　広島市中区大手町２－８－５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��合人社広島大手町ビル９階
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　082-258-3337　　FAX　082-242-1624
　　　　　　　　　　　　　　旧：〒738-0035　廿日市市宮園２－８－１０
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0829-39-7897　　FAX　0829-39-8805

　　〇セキスイファミエス中四国株式会社広島西支店一級建築士事務所
　　　代表者変更　　　　　　新：代表取締役　八木　健次
　　　　　　　　　　　　　　旧：代表取締役　水山　健二

（賛助会員）
　　〇四国化成工業株式会社建材事業本部中国営業部
　　　事務所名称変更　　　　新：四国化成工業株式会社建材事業本部中国営業部
　　　　　　　　　　　　　　旧：四国化成工業株式会社中国営業部
　　　所在地変更　　　　　　新：広島市中区千田町３－１７－２４　広島建材ビル内３Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　082-207-0975　　FAX　050-3606-6518
　　　　　　　　　　　　　　旧：岡山市北区今６－５－２３
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　086-245-3811　　FAX　086-245-3821
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　溶融亜鉛めっきと電気メッキは別のものです。

　車のボディーに溶融亜鉛めっきが使われているのを御存じですか？

　電力の鉄塔を塗り替えているのをご覧になられた事がありますか？

　始終、トラックのタイヤに踏んづけられているグレーチング、錆びたグレーチングを

見られた事がありますか？

お問い  圓 光 産 業 株 式 会 社
尾道市因島重井町474-25

合わせ先  TEL：（０８４５）２５－１１１５ （担当 ： 松原・寺本） FAX ： （０８４５）２５－１１８１

 溶 融 亜 鉛 めっき　

　　めっき工場見学やめっき勉強会のお手伝いをさせていただきます。

メンテナンスフリーの

URL http://enko.co.jp/

〒722-2102

4000
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編　集　後　記

　早いもので、2021年がスタートしてあっという間に１ヶ月が経過しました。
　１月は昨年積み残したものを片付ける１ヶ月間だったように思います。２月は「逃げる」、３月は
「去る」ということですので、年度末に向けて何事も計画的に進めていければと思っています。

　さて今月号は、第10回ひろしま建築文化賞大賞受賞作品「kissa」が表紙を飾りました。古民家を改
装して地域のための集いの場を喫茶というかたちで蘇らせ、これまでとは違った建築文化の可能性を
示すものとして評価されました。機会があればぜひ訪れてみたいと思っています。

　国の政策に目を向けますと、今年はデジタル庁が発足されるとのことで、着々と準備が進んでいる
ようです。「デジタル化」は時代の流れとして受け入れながら、一方で大事に守っていかなければなら
ない文化や風習があることは忘れずにいたいものです。

　会員の皆様には、昨年はコロナの影響で会報誌を発刊できない月号がありましたこと、大変申し訳
なく思っています。また、コロナ特集へ記事を執筆していただきました賛助会員の皆様には、この場
を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

　もうしばらく不自由な生活を強いられることになりそうですが、お互いに協力しながら１日も早く
日常を取り戻せるように頑張っていきましょう！
　今年の節分は「鬼退治」ならず、「コロナ退治」といったところでしょうか・・・。

� 福山　雅也　 　　
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建築士事務所協会会員の皆さまへ

賠償責任保険日事連・
建築士事務所〈建築家賠償責任保険〉

建築士事務所のお悩み解決をサポートします！
施主とのトラブルや従業員とのトラブル・・・
弁護士相談 サービス

建賠保険は
建築士事務所を賠償事故から

お守りする保険です。

2021年度 新規加入受付中

　消費者
保護を形に

　すれば・・・

ネットで
お手続き

クリック日事連サービス

中途加入は翌月1日より補償開始

無料

20-T04199　2020年12月作成

発注者から
 大きな信頼

団体割引で
加入可能 選べる5タイプ 保険料は

 損金処理可能

▶日事連・建築士事務所  賠償責任保険とは・・・

安心❶  構造設計業務ミスによる「構造基準未達」時の賠償事故を補償
安心❷  建築基準法等における「法令基準未達」時の賠償事故を補償
安心❸  建物調査業務（耐震診断等）中の賠償事故を補償
安心❹  事業活動中（テレワークを含む）のサイバーリスクを補償

特約（オプション）プランで安心をプラスさらに

New

有限会社  日事連サービス
日事連・建築士事務所賠償責任保険  取扱指定代理店 〒104-0032  東京都中央区八丁堀4-9-4  東京STビル3階  

TEL.03-3551-6633（建賠保険専用ダイヤル）   FAX.03-3552-1066
E-mail : njs-q@nichijiren-service.com

資料請求、お問い合わせは下記にお申し付けください。

●この広告は、日事連・建築士事務所賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の詳細はホームページ（https://
　njs-ins.com/）に掲載のパンフレットをご覧ください。ご加入（同じ内容で更新する場合を含みます。）にあたっては、必ず「重要

事項説明書」をよくお読みください。「重要事項説明書」には、ご加入または更新される保険の商品内容をご理解いただくために
重要な情報、および、お客様にとっては不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しております。詳細は保険約款
によりご確認ください。なお、ご不明な点等がある場合には、日事連サービスまでお問い合わせください。

（＊）自動口座引落しは更新契約に限ります。新規ご契約に関しましては、指定口座へのお振込みをお願いいたします。

〈幹事引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社〉

事務所協会（会員）の
ための制度

国内建築物の設計業
務のミスを包括的に
カバー

基本補償プランの支払
限度額は事務所の実態
に合わせて選択可能

保険料は経費として損
金処理可能、お支払いは
便利な自動口座引落し（＊）

会員のみ加入可能、別途
特約保険料が必要
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